
奈
良
県
予
算
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
四
十
四
号

奈
良
県
予
算
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
予
算
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
一
条
中
「
第
百
七
十
三
条
の
二
」
を
「
第
百
七
十
三
条
の
三
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
か
い
の
特
例
）

２

当
分
の
間
、
総
務
部
知
事
公
室
南
部
東
部
振
興
課
、
総
務
部
知
事
公
室
南
部
東
部
振
興
課
奥
大
和

移
住
・
交
流
推
進
室
、
総
務
部
知
事
公
室
南
部
東
部
振
興
課
う
だ
・
ア
ニ
マ
ル
パ
ー
ク
振
興
室
、
産

業
・
観
光
・
雇
用
振
興
部
産
業
振
興
総
合
セ
ン
タ
ー
及
び
食
と
農
の
振
興
部
豊
か
な
食
と
農
の
振
興

課
中
央
卸
売
市
場
再
整
備
推
進
室
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
か
い
と
み
な
す
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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